
O「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」の改正案  

（国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針について（平成15年4月30日付け健発第0430002号厚生労働省健康局長通知：別添））  

「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」  

第一 趣 旨  

健康を実現することは、元来、個人の健康観に基づき、一人一人が主体的に取り組む課題であるが、個   

人による健康の実現には、こうした個人の力と併せて、社会全体としても、個人の主体的な健康づくりを   

支援していくことが不可欠である。   

そこで、「21世紀における国民健康づくり連動（健康日本21）」（以下「連動」という。）では、   

健康寿命の延伸等を実現するために、2010年度を目途とした具体的な目標等を提示すること等によ   

り、健康に関連する全ての関係機関・団体等を建染として、国民が一体となった健康づくり運動を総合的   

かつ効果的に推進し、国民各層の自由な意思決定に基づく健康づくりに関する意識の向上及び取組を促そ   

うとするものである。   

第二 基本的な方向  

1 目的  

21世紀の我が国を、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、壮年期  

死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とする。  

2 期間  

運動の期間は、2010年度までとする。   
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人による健康の実現には、こうした個人の力と併せて、社会全体としても、個人の主体的な健康づくりを   

支援していくことが不可欠である。   

そこで、「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」（以下「運動」という。）では、   

健康寿命の延伸等を実現するために、2010年度等を目途とした具体的な目標等を提示すること等によ   

り、健康に関連する全ての関係機関・団体等を逆立堕として、国民が一体となった健廉づくり運動を総合   

的かつ効果的に推進し、国民各層の自由な意思決定に基づく健康づくりに関する意識の向上及び取組を促   
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第二 基本的な方向  

1 目的  

21世紀の我が国を、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、壮年期   

死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とする。  

2 期間   運動の期間は、2012年度までとする。   
運動の評価は、2005年度を目途に中間評価を行うとともに、2010年度に最終評価を行い、そ  

の評価を皇聖堕の運動の推進に反映させる。  
運動の評価は、2005年度を目途に中間評価を行うとともに、2010年獲む皇最終評価を行い、  
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3 基本方針  

（1）一次予防の重視  

人口の高齢化の進展に伴い、疾病の治療や介護に係る社会的負担が過大となることが予想されてい   

るので、従来の疾病対策の中心であった二次予防や三次予防にとどまることなく、一次予防に一層の   

重点を置いた対策を推進する。  

（2）健康づくり支援のための環境整備   

① 社会全体による支援  

運動の目的を達成するためには、生活習慣を改善し、健康づくりに取り組もうとする個人を家庭、  
地域、職場等を含めた社会全体として支援していく環境を整備することが不可欠である。このため、  

行政機関をはじめ、医療保険者、医療機関、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団  
体等の健康に関わる様々な関係者がそれぞれの特性を生かしつつ連携することにより、個人が健康  
づくりに取り組むための環境を整備し、個人の陸廉づくりを総合的に支援する。   

② 休日、休暇の活用の促進  

休日や休暇の矩康づくりに対する活用は、重要であり、個人が休日、休暇において、運動を行う  
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等の積極的に健康づくりを図ろうとする活動の支援や、健康づくりのための年次有給休暇の取得促  

進、長期休暇制度の普及促進等を図るための環境整備を行うことが必要である。  

（3）目標等の設定と言判面   

運動を効果的に推進するためには、健康づくりに関わる多くの関係者が健康状態等に関する情報を   

共有しながら、現状及び課題について共通の認識を持った上で、重要な課題を選択し、科学的根拠に   

基づいて、取り組むべき具体的な目標を設定する必要がある。また、目標に到達するための具体的な   

諸活動の成果を適切に評価して、その後の健康づくり運動に反映できるようにする必要がある。  

（4）多様な関係者による連携のとれた効果的な運動の推進   

① 多様な経路による情報提供  

個人による選択を基本とした、生活習慣の改善等の国民の主体的な健康づくりを支援するために   

は、国民に対する十分かつ的確な情報提供が重要である。このため、マスメディア等による広範な   

情報伝達手段や保健事業における健康相談、健康教育等の、多様な経路により、それぞれの特徴を   

等の積極的に健康づくりを図ろうとする活動の支援や、健康づくりのための年次有給休暇の取得促  

進、長期休暇制度の普及促進等を図るための環境整備を行うことが必要である。  

（3）目標の設定と評価  

運動を効果的に推進するためには、健康づくりに関わる多くの関係者が健康状態等に関する情報を   

共有しながら、現状及び粗野こついて共通の認識を持った上で、重要な課題を選択し、科学自他こ   

基づいて、取り組むべき具体的な目標を設定する必要がある。また、目標に到達するための具体的な   

諸活動の成果を適切に評価して、その後の健康づくり運動に反映できるようにする必要がある。  

（4）多様な関係者による連携のとれた効果的な運動の推進   

① 多様な経路による情報提供  

個人による選択を基本とした、生活習慣の改善等の国民の主体的な健康づくりを支援するために  

は、国民に対する十分かつ的確な情報提供が重要である。このため、マスメディア等による広範な  

情報伝達手段や保健事業における健康相談、健康教育等の、多様な経路により、それぞれの特徴を  

生かしたきめ細かな情報提供を推進する必要がある。   
② ライフステージや性差等に応じた健康増進の取組の推進  

また、地阻職場等を通じた国民全体に対する働きかけと生活習慣病を発症する危険度の高い集   

団への働きかけとを適切に組み合わせる三上等により、対象者の特性やニーズ等を十分に把握しな  

がら、運動を効果的に推進することに配慮することが重要である。この場合、ライフステージや  

性差に応じた健康課題に対して配慮が必要である。例えば、思春期は、不登校、引きこもり、思春  

期やせ症をはじめとした課題があることに留意する必要がある。また、女性の生涯にわたる健康に  

ついても、性差に着目した対策が講じられるよう配慮が必要である。   

③ 多様な分野における連携  

健康増進の取組を進めるにあたっては、健康づくり対策（健康日本21）、母子保障分野におけ  

る対策（健やか親子21）、精神保健分野における対策、介護予防における対策及び産業保健分野  

における対策、医療保険の保険者が実施する対策を含めた厚生労働行政分野における健康増進対策   

（食育の推進を含む㌔）のみならず、学校保障対策、ウオーキングロードの整備などまちづくり対   

策、森林等の豊かな自然環境の利用促進対策、総合型地或スポーツクラブの活用などの生涯スポー  

ツ分野における対策、健康関連産業の育成等、関係行政分野、関係行政機関等と十分に連携をとっ  

て国民の健康の増進を図っていく必要がある。  

また、国、都道府県、岬）、健康増進事業実施者、医療機関そ  

の他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力する  

よう努める必要がある。  
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また、地域、職場等を通じた国民全体に対する働きかけと生活習慣病を発症する危険度の高い集   

団への働きかけとを適切に組み合わせる等により、対象者の特性やニーズ等を十分に把握しなが   

ら、運動を効果的に推進することに配慮することが重要である。この場合、ライフステージや性   
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いても、性差に着目した対策が講じられるよう配慮が必要である。  

③ 多様な分野における連携   

健康増進の取組を進めるにあたっては、健康づくり対策（健康日本21）、母子保健分野におけ   

る対策（健やか親子21）、精神保健分野における対策、考人保健分野における対策及び産業保健   

分野における対策、医療保険の保険者が実施する対策を含めた厚生労働行政分野における健康増進   

対策のみならず、学校保睦対策、ウオーキングロードの整備などまちづくり対策、森林等の豊かな   

自然環境の利用促進対策、生涯スポーツ分野における対策等、関係行政分野、関係行政機関等と十   

分に連携をとって国民の健康の増進を図っていく必要がある。  

また、国、都道府県、市町村及び特別区、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国  
民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める必要があ  

る。  

第三 目標等について  

1性格  
運動の目標等は、別表に記載されたものであるが、これは健康日本21企画検討会・計画策定検討会、   

地方公聴会、地方シンポジウム等における広範な議論の中で、多数の専門家及び関係者が情報を共有す   

るとともに、現状及び課矧こついて共通の認識を得る過程を経て提示された指標とその評価の目安であ  

る。  

国は広く関係者等に対して目標等を普及するとともに、継続的に健康指標の推移等を調査、分析し、   

その結果に関する情報を還元することにより、関係者をはじめ広く国民一般の自由な意思決定に基づい   

た意識の向上及び自主的な取組を支援するものセある。  
運動の目標等は、全国レベルのものであるので、地方公共団体等のそれぞれの運動の実施主体におい   
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ては、運動の目標等を参考に、それぞれの実情に応じて、関係者間で共有されるべき目標璧が設定され  

るべきである。   

なお、地域、職場、学校、個人等の健康づくりの目標は、上記の目標等を参考としつつ、地域等の実  

ては、運動の目標等を参考に、それぞれの実情に応じて、関係者間で共有されるべき目標が設定される  

べきである。   

なお、地域、職場、学校、個人等の健康づくりの目標は、上記の目標等を参考としつつ、地或等の実  

情に応じて、生活上の創意工夫をこらして、個別具体的に設定すべきものである。  情に応じて、生活上の創意工夫をこらして、個別具体的に設定すべきものである。   

また、平成十二年に提示した目標等については適宜、拡充若しくは見直しを行うこと  としている。  

2 設定の考え方  

（1）栄養・食生活  

栄養・食生活は、多くの生活習慣病との関連が深く、また、生活の質との関連も深いことから、健   

康・栄養状態の改善を図るとともに、人々が良好な食生活を実現するための個人の行動変容、及び「食   

育」等により個人の行動変容を支援する環境の確保が必要である。  

目標は、適正な栄養状態、栄養素（食物）の摂取、適正な栄養素（食物）の摂取のための個人の行   

動及び個人の行動を支援するための環境づくりについて設定する。  

（2）身体活動・運動  

身体活動・運動には、生活習慣病の発生を予防する効果があり、健康づくりの重要な要素であるこ   

とから、国民の身体活動・運動に対する意識を高め、日常の活動性及び運動習慣を持つ者の割合を増   

加させるとともに、これらの活動を行うことができる環境づくりを行う必要がある。  

目標は、日常の生活における身体活動に対する意識、運動習慣等について、成人及び高齢者に分け   

て設定する。  

（3）休養・こころの健康づくり  

こころの健康は、生活の質を大きく左右する要素である。身体及びこころの健康を保つための三要   

素は、適度な「運軌」、バランスの取れた「栄養・食生活」、心身の疲労回復と充実した人生を目指   

す「休養」とされている。さらに、十分な睡眠をとり、ストレスと上手につきあうことはこころの健   

康に欠かせない要素となっている。  

目標は、ストレスの低減、睡眠の確保及び自殺者の減少について設定する。  

（4）たばこ  

たばこは、がんや循環器病など多くの疾患と関連があるほか、妊娠に関連した異常の危険因子であ   

る。また、厚生科学審議会の「今後のたばこ対策の基本的考え方について」（平成14年12月25  

日意見具申）においては、「国民の健廉増進の観点から、今後、たばこ対策に一層取り組むことによ   

り、喫煙率を引き下げ、たばこの消費を抑制し、国民の健康に与える悪影響を低域させていくことが   

必要である。」と指摘されている。  

目標は、たばこの健康影響についての十分な知識の普及、未成年者の喫煙防止（防煙）、受動喫煙の   

害を排除し、減少させるための環境づくり（分煙）、禁煙希望者に対する禁煙支援について設定する。  

（5）アルコール  

アルコールは、慢性影響としての臓暑誹章害等の健康に対する大きな影響を与えるものである。近年、   

成人の飲酒による健康影響の問題のみならず、未成年者による飲酒が問題となっており、また、アル   

コールに関連した問題は、健康に限らず交通事故等社会的な問題にも影響するものである。  

目標は、多量飲酒者の減少、未成年者の飲酒防止及び節度ある適度な飲酒についての知識の普及に   

ついて設定する。  

（6）歯の健康  

歯の健康は、食物の岨囁のほか、食事や会話を楽しむ等による、生活の質を確保するための基礎と   

なる重要な要素である。歯科保健の分野では、生涯にわたり自分の歯を20歯以上保つことにより健   

全な岨囁能力を維持し、健やかで楽しい生活をすごそうという8020（ハチマルーニイマル）運動   

2 設定の考え方  

（1）栄養・食生活  

栄養・食生活は、多くの生活習慣病との関連が深く、また、生活の質との関連も深いことから、健   

康・栄養状態の改善を図るとともに、人々が良好な食生活を実現するための個人の行動変容、及び「食   

育」等により個人の行動変容を支援する環境の確保が必要である。  

目標は、適正な栄養状態、栄養素（食物）の摂取、適正な栄養素（食物）の摂取のための個人の行   

動及び個人の行動を支援するための環境づくりについて設定する。  

（2）身体活動・運動  

身体活動・運動には、生活習慣病の発生を予防する効果があり、健康づくりの重要な要素であるこ   

とから、国民の身体活動・連動に対する意識を高め、日常の活動性及び運動習慣を持つ者の割合を増   

加させるとともに、これらの活動を行うことができる環境づくりを行う必要がある。  

目標は、日常の生音舌における身体活動に対する意識、運動習慣等について、成人及び高齢者に分け   

て設定する。  

（3）休養・こころの健康づくり  

こころの1建康は、生活の質を大きく左右する要素である。身体及びこころの健康を保つための三要   

素は、適度な「運動」、バランスの取れた「栄養・食生活」、心身の疲労回復と充実した人生を目指   

す「休養」とされている。さらに、十分な日劇民をとり、ストレスと上手につきあうことはこころの健   

康に欠かせない要素となっている。  

目標は、ストレスの低減、且郵民の確保及び自殺者の減少について設定する。  

（4）たばこ  

たばこは、がんや循環器病など多くの疾患と関連があるほか、妊娠に関連した異常の危険因子であ   
る。また、厚生科学審議会の「今後のたばこ対策の基本的考え方について」（平成14年12月25   

日意見具申）においては、「国民の健康増進の観点から、今後、たばこ対策に一層取り組むことによ   

り、喫煙率を引き下げ、たばこの消費を抑制し、国民の健康に与える悪影響を低減させていくことが   

必要である。」と指摘されている。  

目標は、たばこの健康影響についての十分な知識の普及、未成年者の喫煙防止（防煙）、受動喫煙の   

害を排除し、減少させるための環境づくり（分煙）、禁煙希望者に対する禁煙支援について設定する。  

（5）アルコール  

アルコールは、慢性影響としての臓誰障害等の健康に対する大きな影響を与えるものである。近年、   

成人の肘掛こよる健康影響の問題のみならず、未成年者による飲酒が問題となっており、また、アル   

コールに関連した問題は、陸康に限らず交通事故等社会的な間矧こも影響するものである。  

目標は、多量飲酒者の減少、未成年者の飲酒防止及び節度ある適度な飲酒についての知識の普及に   

ついて設定する。  

（6）歯の健康  

歯の健康は、食物の岨囁のほか、食事や会話を楽しむ等による、生活の質を確保するための基礎と   

なる重要な要素である。歯科保健の分野では、生涯にわたり自分の歯を20歯以上保つことにより健   

全な岨囁能力を椎持し、健やかで楽しい生活をすごそうという8020（ハチマル・ニイマル）運動  



が推進されており、この実現に向けた歯及び口腔の健康増進の推進が必要である。  

目標は、歯の喪失防止と歯の喪失の原因となるう蝕及び歯周病の予防について設定する。   

（7）糖尿病  

我が国の糖尿病患者数は、生活習慣と社会の変化に伴って、急速に増加している。糖尿病は自覚症  

状がないことが多く、また、放置すると重大な合併症を引き起こすことが多いことから、生活の質の  

低下等を招いている。この疾患の対策としては、発症の予防、早期発見、合併症の予防が重要である。  

目標は、糖尿病の一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、糖尿病有病者の早期発見及び  

治療の継続について設定する。あわせて、生活習慣の改善が糖尿病有痛者の減少に及ぼす影響につい  

て推計する。   

（8）循環器病  

脳血管疾患と虚血性心疾患を含む循環器病は我が国の主要な死亡原因の一つであるが、これらの後  

遺症のために、本人の生活の質の低下を招く大きな原因となっている。特に脳卒中は、寝たきり・逐  

塾堕の主要な要因となっており、循環器病の死亡率及び羅患率の改善が必要である。  

目標は、循環器病の一次予防の観点から、生活習慣の改善及び循環器病の早期発見について設定す  

る。あわせて、生活習慣の改善が循環器病による死亡率等の減少に及ぼす影響について推計する。   

（9）がん  

がんは、現在、我が国最大の死亡原因であるが、これに対応するために、生活習慣の改善による予  

防のための取組が重要である。また、がんの診断・治療技術も進歩してきており、検診による早期発  

見・早期治療により、死亡者数の低下も期待される。なお、厚生労働省においては、数次にわたり対  
がん対策が実施されているところである。  

目標は、がんの一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、がんの検診の受診者等について  

設定する。   

第四 地域等における健康づくり運動の推進について   

1計画の策定  

運動を効果的に推進するために、各地域等において、住民、健康に関連する多様な関係機関及び関係   

団体等の参加を得て、計画策定委員会等を設置する等により、地域等の実情に応じた都道府県健康増進   

計画及び市町村健康増進計画（以下「地方計画」という。）が策定される必要がある。型こ、都道府県   

哩ては、全国的な目標のうち、代表的なものについて、地域の実情を踏まえた住民にわかりやすい  

＝・：りこ・J！∴－・十・●・し聖：・．ケ・三・．しい†：「＼h∴：1吐：・・涼ト・くニー1；；ぢ－・卜冊∴？∴－ミ・、∴汀も去．∴l・で「   

り輝こ   

食生活、運動及び喫煙等に関する目標の設定が必要である。  

さらに、都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等の一体的な取組を推   

進…点から、郡温存県単位邸施者、医療機関その他の関係機関等から構成される地   

域・職聯   

て協議を行代地方計画の策定及びこれらの関係者との連携の強化について、中洞勺な役割を果す必要   

がある。埋ま、都道曙県剃動   

局に参加を要請するなど、連携を図る必要が組また、保健所は、関係機関との連携を図り、地域保   

健の専門的かつ技術的拠点として、かつ市町村における計画策定の支援を行う必要がある。  

が推進されており、この実現に向けた歯及び口腔の健康増進の推進が必要である。  

目標は、歯の喪失防止と歯の喪失の原因となるう蝕及び歯周病の予防について設定する。  

（7）糖尿病  

我が国の糖尿病患者数は、生活習慣と社会の変化に伴って、急速に増加している。糖尿病は自覚症   

状がないことが多く、また、放置すると重大な合併症を引き起こすことが多いことから、生活の質の   

低下等を招いている。この疾患の対策としては、発症の予防、早期発見、合併症の予防が重要である。  

目標は、糖尿病の一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、糖尿病有病者の早期発見及び   

治療の継続について設定する。あわせて、生活習慣の改善が糖尿病有病者の減少に及ぼす影響につい   

て推計する。  

（8）循環器病  

脳血管疾患と虚血性心疾患を含む循環器病は我が国の主要な死亡原因の一つであるが、これらの後   

遺症のために、本人の生活の質の低下を招く大きな原因となっている。特に脳卒中は、寝たきり・麺   
墨の主要な要因となっており、循環器病の死亡率及び罷患率の改善が必要である。  

目標は、循環器病の一次予防の観点から、生活習慣の改善及び循環器病の早期発見について設定す   

る。あわせて、生活習慣の改善が循環器病による死亡率等の減少に及ぼす影響について推計する。  

（9）がん  

がんは、現在、我が国最大の死亡原因であるが、これに対応するために、生活習慣の改善による予   

防のための取組が重要である。また、がんの診断・治療技術も進歩してきており、検診による早期発   

見・早期治療により、死亡者数の低下も期待される。なお、厚生労働省においては、数次にわたり対   

がん対策が実施されているところである。  

目標は、がんの一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、がんの検診の受診者等について   

設定する。  

第四 地域等における健康づくり運動の推進について   

1 計画の策定  

運動を効果的に推進するために、各地域等において、住民、健康に関連する多様な関係機関及び関係   

団体等の参加を得て、計画策定委員会等を設置する等により、地域等の実情に応じた都道府県健康増進   

計画及び市町村健康増進計画（以下「地方計画」という。）が策定される必要がある。   

堕』、都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等の仙体的な取組を推進  

する観点から、地方計画の策定及びこれらの関係者との連携の強化について、中心的な役割を果す必要  
がある。ざ瑚  

些準を図る必要があ翫保健所は、関係機関との連携を図り、地域保健の専門的かつ技術的拠点として、  

かつ市町村における計画策定の支援を行う必、要がある。   

また、都道府県又は市区町柿こおいて、地方計画を策定する際には、健康増進が疾病予防・介護予防  

の鍵であることを踏まえ、関係機関との連携の下、既存御  

配慮することが求められる。なお、地方公共団体は、地域住民の健康に関する各種指標の状況や地域の   

、て地方計画を策定する際には、健康増進が疾病予防・介護予防の鍵であること  また、   

を踏まえ、関係機関との連携の下、都御重  

の4第1項に規定する医療計画、高歯緒の医療の確保に関する法律（昭和阜7年法律第邑0号）第9条  



社会資源等の地或の実情を踏まえ、独自に重要な課題を選択し、その到達すべき目標彗を設定すべきで  
ある。市町村においては、国や都道府県が設定した日曜彗を勘案しつつ、具体的な各種の施鼠事業、  
基盤整備などに関する目標彗に重点を置いて設定することも考えられる。   

夢1項に規定嘩う第118翠第1  
⊥ 

蜃碑また、  
耳町紳  

宣二郎腫塑  

健蜘健  

j型断るとともに、御琳鱒策定する介護探検法夢117条第1閻こ規定する耳町村  
虻⊥⊥⊥」⊥＿ 

些鱒に基づいて実施する健康増進事業を地鱒   

なお、地方公共団体は、地域住民の健康に関する各種指標の状況や地域の社会資源等の地域の実情を   
踏まえ、独自に重要な課題を選択し、その到達すべき目標を設定すべきである。市町村においては、国   

や都道府県が設定した目標を勘案しつつ、具体的な各種の施策、事業、基盤整備などに関する目標に重   

点を置いて設定することも考えられる。   
さらに、地方計画については、一定の期間ごとに評価・改定を行い、継続的な取組に結びつけること  

が望ましい。翠廼蜘学  
堕陛曜関係者、革琴嘩嘩閤鱒者劉哩  

旦L  なお、地方計画の策定等に係る具体的な立案の方法等については、「健康日本21企画検討会・計画  
策定検討会報告書」、「地域における健康日本21実践の手引き」、「健康日本21地方計画事例亀」  

「嘩康岬を参照御者見を  

二⊥⊥⊥⊥⊥＿ 

2 推進体制の整備   

運動の推進に当たっては、関係機関及び関係団体等がそれぞれの目的を持ちつつも、住民の健康増進   

という目的に向かい、調整のとれた取組を継続的に実施していくことが不可欠であり、そのためには、  

医療保険者、医療機関、市町村保健センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体 等の広く健康に関連する関係機関及び関係団体等から構成される中核的な推進組織を設置し、十分に意  
見交換・経験交流を行い、効果的な運用を図ることが重要である。その際には既存の組織を有効に活用   

し、その機能を拡充強化することも考慮すべきである。   

また、保健所は管内における関係機関、関係団体等の連携を推進するための中核機関としての役割を  

担うとともに、健康情報の収集、分析及び提供並びに市町村に対する技術的支援等を通じ、管内の運動   
の拠点としての役割を担う必要がある。さらに、保健所は、住民の健康に関するあらゆる問題について   

の相談窓口という機能を果たす。   

3 その他運動の推進に当たり重要な事項  

（1）全国的な推進体制の整備  

広く関係者が協力して、継続的に運動を進めるため、国、地方公共団体、各種健康関連団体等によ   

り構成する健康日本21推進全国会議を設置するなど運動の中核となる体制を整備する。  

（2）多様な経路による普及啓発の実施  

運動に対する国民及び関係者の理解を深めるため、マスメディアを通じた広報やインターネットに   
ょる情報の提供、ボランティアによる情報の提供ゝ＿塵魁堅準   
辿2遷延等多様な経路を活用するとともに、対象集団の特性に応じた効果的な働きかけを、複数の方   
法を組み合わせ行っていくことが重要である。また、情報提供の内容は、科学的知見に基づいたもの  

さらに、地方計画については、一定の期間ごとに評価一改定を行い、霹齢売的な取組に結びつけること  
が望ましい。   

なお、地方計画の策定等に係る具体的な立案の方法等については、「健康日本21企画検討会・計画  

策定検討会報告書」、「地域における健康日本21実践の手引き」、「健康日本21他方計画事例集」  

を参照されたい。  

2 推進体制の整備   

運動の推進に当たっては、関係機関及び関係団体等がそれぞれの目的を持ちつつも、住民の健康増進   

という目的に向かい、調整のとれた取組を継続的に実施していくことが不可欠であり、そのた捌こは、  

医療保険者、医療機関、市町村保健センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体  

等の広く健康に関連する関係機関及び関係団体等から構成される中核的な推進組織を設置し、十分に意  

見交換・経験交流を行い、効果的な運用を図ることが重要である。その際には既存の組織を有効に活用   

し、その機能を拡充強化することも考慮すべきである。   

また、保健所は管内における関係機関、関係団体等の連携を推進するための中核機関としての役割を  

担うとともに、健康情報の収集、分析及び提供並びに市町村に対する技術的支援等を通じ、管内の運動   

の拠点としての役割を担う必要がある。さらに、保健所は、住民の健康に関するあらゆる間矧こついて   

の相談窓口という機能を果たす。   

3 その他運動の推進に当たり重要な事項  

（1）全国的な推進体制の整備  

広く関係者が協力して、継続的に運動を進めるため、国、地方公共団体、各種健康関連団体等によ   

り構成する健康日本21推進全国会議を設置するなど運動の中核となる体制を整備する。  

（2）多様な経路による普及啓発の実施  

運動に対する国民及び関係者の理解を深めるため、マスメディアを通じた広報やインターネットに   

よる情報の提供、ボランティアによる情報の提供等多様な経路を活用するとともに、対象集団の特性   

に応じた効果的な働きかけを、複数の方法を組み合わせ行っていくことが重要である。また、情報提   

供の内容は、科学的知見に基づいたものであるとともに、分かり易く、取組に結びつき易いものとな   



さらに、国等は、生活習慣の各分野に関し、‡穎十の策定・普及等に取   るよう、工夫する必要があり、  であるとともに、分かり易く、取組に結びつき易いものとなるよう、工夫する必要があり、さらに、   

国等は、生活習慣の各分野に関し、指針の策定・普及等に取り組む必要がある。   

また、旦月を健康増進普及月間とし、国民一人一人の自覚を高め、健康増進の取組を一層促進する   

よう健康日本旦ユ全国大会を実施するなどの広報を行うこととする。  
（3）地域等における地方計画の策定等に対する技術的支援   

国は、都道府県及び市町村が地方計画を策定する際i諦」用できるよケ、地方計画の策定及び保健事   

業推進に係るマニュアルの作成配布卿野手法の提示などの技   
術的援助を行い、都道府県も市町村に卸し同様の技術的援助を行うことが必要である。  

（4）調査研究の推進及び人材の活用等  

り組む必要がある。   

また、韮月を健康増進普及月間とし、国民一人一人の自覚を高め、健康増進の取組を一層促進する   

よう健康日本三ヒ＝全国大会を実施するなどの広報を行うこととする。  

（3）地域等における地方計画の策定等に対する技術的支援   

国は、地方計画の策定及び保健事業推進に係るマニュアルの作脚ニ   

スを構築し、地方計画の策定等の際に車嘩などの技術的援助を行い、都道府県も市   

町村に対し同様の技術的援助を行うことが必要である。  

（4）調査研究の推進及び人材の活用等   

① 調査研究の推進  

国及び地方公共国些においては、国民健康・栄養調査や地域がん登録事業等の結果、疾病等に関   

する各種統計その他の収集した情報等をもとに、個人情報の取扱いに十分留意しつつ、現状分析を   

行うとともに、健康増進施策の評価の際に、各種調査の結果等を十分活用するなどにより、科学的  

な根拠に基づいた健康増進施策を効率的に実施していくことが重要である。   

① 調査研究の推進   

昼卿溢人等においては、国民健康・栄養調査㈱栄養調  

査、健康診査、倶鱒旨導及び地域がん登録事業等の結果、疾病等に関する各種統計並びに診療報酬   

明細書（レセプト）の情報その他の収集した情報等をもとに、個人情報について適正な取扱いの厳  

鱒な実施を蜘噂薄、行政機関の保  

有する個人情報の嘩他人等の保有する個人   

情報の保護に関する法律（平成15年卿第11粂第1項   
の趣旨を踏まえて地方公共団体において制定される条例等を遵守しつつ、現状分析を行うととも   
に、健脚どにより、科学的な根弧こ基   

づいた健康増進施策を効率的に実施していくことが重要である。   

また、国及び地方公共団体においては、国民の生活習慣と生活習慣病との相関関係等に関する研   

究を、個人情報の取扱いに十分留意しつつ、推進し、研究結果に関して的確かつ十分な情報の提供   

を行うことにより、個人の効果的な健康増進の支援を行っていくことが必要である。   

また、国及び地方公共団体においては、国民の生活習慣と生活習慣病との相関関係等に関する研   

究を、個人情報の取扱いに十分留意しつつ、推進し、研究結果に関して的確かつ十分な情報の提供   

を行うことにより、個人の効果的な健康増進の支援を行っていくことが必要である。  

② 人材の活用等   

地方公共団体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理   

栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、住民からの相談及び保健指導を担当する。管理栄養   

士及び栄養士は、特に、栄養改善に関する事項につき住民からの相談に応じ、必要な栄養指導を行   

う。また、国及び地方公共団体は、健康増進対策を推進するための保健師、管理栄養士等の確保及   

び資質の向上、日本医師会認定健康スポーツ医や健康づくりのための運動指導者との連携、日本食   

生活協会の食生活改善推進員、ヘルスサポーター等のボランティア組織の支援に努める必要があ   

る。さらに、地域保健担当者、学校保健担当者等は、国民の健康増進のために相互に連携に努める   

必要がある。  

② 人材の活用等  

地方公共団体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理   

栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健   

康づくり、卿、て、住民からの相談及び保健指導を担当   

する。管理栄養士及び栄養士は、特に、栄養改善に関する事項につき住民からの相談に応じ、必要   

な栄養指導を行う。また、国及び地方公共団体は、健康増進対策を推進するための保健師、管理栄   

養士等の確保及び資質の向上、日本医師会認定健康スポーツ医や健康づくりのための運動指導者と   

の連携、日本食生活協会の食生活改善推進員、禁煙推進員、ヘルスサポーター等のボランティア組   

観郎プの支掛こ努める必要がある。  

このため、国は、総合的な企卿こ重点を   

置いた晦市会、歯科医師会、   

薬弄り師会、看護嘩隕恐ナでなく、地域・   

聯弥詫昭利朝粥牌こ関する施矧こ携わる専門職矧こ対し、最新の科学自勺知尉こ基づく内容の研  

修の充実を図ることが必要であ乱  

さらに、地域保健担当者、学校保健担当者等は、国民の健康増進のために相互に連携に努める必  

要がある。  

（5）民間事業者等との連携   

国及び地方公共団体においては、有酸素運動や温泉利用を安全かつ適切に行うことのできる健康増   

進施設及び医療機関、労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報提供等を行う地域産業保   

健センター並びに一般公衆浴場等民間事業者等と一層の連携を図り、健康増進の取組を推進する必要   

がある。  

（5）民間事業者等との連携   

国及び地方公共団体においては、有酸素運動や温泉利用を安全かつ適切に行うことのできる健康増   

進施設及び医療機関、労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報提供等を行う地域産業保   

健センター遡鱒センタニ並びに一般公衆浴場等民間事業者等と一層の連携を図り、健康増進の   

取組を推進する必要がある。   



（6）各種保健事業の連携の推進  

生涯を通じた効率的で一貫性のある保健事業の実施を図るため、健康増進事業や医療保険者等によ   

る保健事業が相互に連携しつつ実施されるよう、連携のための既存の組織の有効活用のほか、保健事   

業の実施に当たって、地域・職域連携推進協議会等が中心となり、共同事業の実施等事業間の連携を   

円滑に進めるための共通の基盤づくりを推進する。また、地域保健分野と学校保健分野において、健   
康増進のために十分に連携を図ることが重要である。  

なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者間の連携については、上述によるほか、健康増   

進法第9条に基づく健康診査の実施等に関する指針の定めるところによるものである。  

（6）各種（呆健事業の連携の推進  

生涯を通じた効率的で一貫性のある保健事業の実施を図るため、老人保健事業や医療保険者等によ   

る保健事業が相互に連携しつつ実施されるよう、連携のための既存の組織の有効活用のほか、保健事   

業の実施に当たって、共同事業の実施等事業間の連携を円滑に進めるための共通の基盤づくりを推進   

する。また、地域保健分野と学校保健分野において、健康増進のために十分に連携を図ることが重要   

である。  
なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者閤の連携については、上述によるほか、健康増   

進法第9条に基づく健康診査の実施等に関する指針の定めるところによるものである。  

（別表1）  

健康日本21目標項目一覧   

1，栄養・食生活  

適正な栄養素（食物）の摂取について（栄養状態、栄養素（食物）摂取レベル）  

1．栄養・食生活   

適正な栄養素（食物）の摂取について（栄養状態、栄養素（食物）摂取レベル）  

1，1適工巨体重を維持してし、る人の土曽カロ  

指標の目安  

〔肥満者等の割合〕  

1．1a  児童・生徒の肥構児  

1．1b  20歳代女性のやせの者  

1，1c  20～60歳代男性の肥満者  

1，1d  40～60歳代女性の肥満者   

＊：平成9年国民栄養調査  

用語の説明   

児童・生徒の肥満児：日比式による標準体重の2鍋以上   

肥満者：釧Ⅰが25以上の者   

やせ：BMIが18．5未満の者   

8九汀（80dyMassIndeカ：体重（kg）／〔身長（m）〕2   

1．2月旨月方エネルギー上ヒ率の減少  

指標の目安  
〔1日当たりの平均摂取比率〕  

1．2a  20～40歳代  

1．1適正体重を維持してし、る人の土曽カロ  

措標の目安  

川巴滞者等の割合〕  

1．1a  児童・生徒の肥満児  

1，1b  20歳代女性のやせの者  

1．1c  20～60歳代男性の肥満者  

1．1d  40～60歳代女性の肥満者   

＊：平成9年国民栄養調査  

用語の説明   

児童・生徒の肥満児二日比式による標準体重の2璃以上   

肥満者：BMIが25以上の者  

やせ：BM工が18．5未満の者   

BMr（Body晦ss fndex）ニ体重（kg）／〔身長（m）〕2   

1．2月旨月方エネノレギー比率のカ或少  

指標の目安  
〔1日当たりの平均摂取比率〕  

1．2a  20～40歳代  

2010年  2010年  
現状＊   現状セ   

10．7％  7％以下  

23．3％  15％以下  

24，3％  15％以下  

25．2％  20％以下  

10．7％  7％以下  

23，3％  15％以下  

24．3％  15％以下  

25．2％  20％以下  

2010年  2010年  
現状＊   現状＊   

27．1％  25％以下   27．1％  25％以下   

＊：平成9年国民栄養調査  

用語の説明   
脂肪エネルギー比率：総摂取エネルギーに占める脂肪からのエネルギーの割合  

1．3食塩摂取二堅の減少  

指標の目安  

＊：平成9年国民栄養調査  

用語の説明   

脂肪エネルギー比率総摂取エネルギーに占める脂肪からのエネルギーの割合  

1、3食塩摂取量の減少  

指標の目安   



2010年  〔1日当たりの平均摂取量〕  

1．3a  成人   

＊：平成9年国民栄養調査  

1．4野菜の摂取量の土曽カロ  

指標の目安  

〔1日当たりの平均摂取量〕  

1．4a  成人   

＊：平成9年国民栄養調査・  

1．5カルシウムに富む食品の摂取量の増力ロ  

指標の目安  

〔1日当たりの平均摂取量（成人）〕  

1．5a  牛乳・乳製品  

1．5b  豆類  

1．5c  緑黄色野菜   

＊：平成9年国民栄養調査   

用語の説明   

カルシウムに富む食品：牛乳・乳製品、豆類、緑黄色野菜  

2010年  〔1日当たりの平均摂取量〕  

1．3a  成人   

＊：平成9年国民栄養調査  

1．4野菜の摂取量の増力ロ  

指標の目安  
〔1日当たりの平均摂取量〕  

1．4a  成人   

＊：平成9年国民栄養調査  

1．5カルシウムに富む食［誌の摂取量の増力ロ  

指標の目安  

〔1日当たりの平均摂取量（成人）〕  

1．5a  牛乳・乳製品  

1．5b  豆類  

1．5c  緑黄色野菜   

＊：平成9年国民栄養調査  

用語の説明   

カルシウムに富む食品：牛乳・乳製品、豆類、緑黄色野菜  

現状＊   現状＊   

13．5g  lOg未満  13．5g  lOg未満  

年
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適正な栄養素（食物）を摂取するための行動の変容について（知識・態度・行動レベル）  

1，6自分の適正体重を認育乾し、体重コントロールを実践する人の増力ロ  

適正な栄養素（食物）を摂取するための行動の変容について（知識・態度・行動レベル）  

1，6自分の適正体重を貢忍苦敬し、体重コントロールを実践する人の増力ロ  
指標の目安  

〔実践する人の割合〕  

1．6a  男性（15歳以上）  

1．6b  女性（15歳以上）   

＊：平成10年国民栄養調査  

用語の説明   

適正体重：「〔身長（m）〕2×22」を標準（釧Ⅰ＝22を標準とする）   

1．7朝食を欠食する人の減少  

指標の目安  

〔欠食する人の割合〕  

1．7a  中学、高校生  

1．7b  男性（20歳代）  

1．7c  男性（30歳代）   

＊：平成9年国民栄養調査  

指標の目安  

〔実践する人の割合〕  

1．6a  男性（15歳以上）  

1．6b  女性（15歳以上）   

＊：平成10年国民栄養調査  

用語の説明  

2010年  2010年  
現状＊   現状＊   

62．6％  90％以上  

80．1％  90％以上  

62．6％  90％以上  

80．1％  90％以上  

適正体重：「〔身長（m）〕2×22」を標準（釧Ⅰ＝22を標準とする）  

1．7朝食を欠食する人の減少  

指標の目安  

〔欠食する人の割合〕  

1．7a  中学、高校生  

1．7b  男性（20歳代）  

1．7c  男性（30歳代）   

＊：平成9年国民栄養調査  

2010年  2010年  
現状＊   現状＊   

6．0％  0％  

32．9％  15％以下  

20．5％  15％以下  

6．0％  鴨  

32．9％  15％以下  

20．5％  15％以下  

1．8量、質ともに、きちんとした食事をする人の増力ロ   1．8量、質ともに、きちんとした食事をする人の土曽カロ  



指標の目安  

〔1日最低1食、きちんとした食事を、家族等2人以  

上で楽しく、30分以上かけてとる人の割合〕  

1，8a  成人  

指標の目安   

〔1日最低1食、きちんとした食事を、家族等2人以  

上で楽しく、30分以上かけてとる人の割合〕  

1．8a  成人  

現状ト  2010年  

56．3％  70％以上   

現状＊  2010年  

56．3％  70％以上   

司く：参考値、「適量の食事を、家族や友人等と共に、ゆっくり時間をかけてとる人の割合」平成8年国民栄  

養調査  

用語の説明   
きちんとした食事：  

1日当たりのエネルギー必要量及び各種栄養素密度について一定条件をみたす食事  

1．9タト食や食品を貝茸入する日章に栄養成分表示を参考にする人の土曽カロ  

＊：参考値、「適量の食事を、家族や友人等と共に、ゆっくり時間をかけてとる人の割合」平成8年国民栄  

養調査  
用語の説明   

きちんとした食事ニ   
1日当たりのエネルギー必要量及び各種栄養素密度について一定条件をみたす食事  

1．9タト食や食品を貝算入する日寺に栄養ノ戊分表示を参考にづ‾る人の土曽カロ  

指標の目安  
〔参考にする人の割合〕  

1，9a  成人   

＊ニ平成11年国民栄養調査により、平成12年度中に設定  

指標の目安  

〔参考にする人の割合〕  

1．9a  男性（20～69歳）  

現状  2010年  

数逓  30％以上  

41．0％  55％以上  

現状竺  2010年空  

女性（20～69歳）  
＿  

1．10 自分の適正体重を維持することのできる食事量を理角草してし、る  1．10 自分の適二正体重を糸臣持することのできる食事量を理角草している   
人の土曽カロ  

指標の目安  
〔理解している人の割合〕  

ノしの土曽カロ  

指標の目安  

〔理角牢している人の割合〕  2010年  2010年  
現状＊   現状ト   

65．6％  80％以上  

73．0％  80％以上   

1．10a  成人男性  

1．10b  成人女性  

65．6％  80％以上  

73，0％  80％以上   

1．10a  成人男性  

1．10b  成人女性  

＊：参考値、「自分にとって適切な食事内容・量を知っている人の割合」平成8年国民栄養調査  

1．11自分の食生子吉に問題があると思、う人のうち、食生子吉の改善意欲   
のある人の土曽カロ  

指標の目安  

＊：参考値、「自分にとって適切な食事内容・量を知っている人の割合」平成8年国民栄養調査  

1．11自分の食生子音に問題があると思う人のうち、食生活の改善意欲   

のある人の増力ロ  

指標の目安  

〔改善意欲のある人の割合〕  2010年  〔改善意欲のある人の割合〕  2010年  
現状＊   現状＊   

55．6％  80％以上  

67．7％  80％以上  

1．11a わ先人男性  

1．11b 成人女性  

55．69后  80％以上  

67．7％  80％以上  

1．11a ノ戊人男性  

1．11b 成人女性  

＊：平成8年国民栄養調査  

（全対象のうち食生活に問題があると思う人の害恰は、男性31．6％、女性33．硯）  

フドこ平成8年国民栄養調査  

（全対象のうち食生活に問題があると思う人の害恰は、男性31．6％、女性33．凋）  

適正な栄養素（食物）の摂取のための個人の行動変容に係る環境づくりについて儒境レベル）  

1．12ヘルシーメニューのま是供の土曽カロと弄り用のイ足進  

適正な栄養素（食物）の摂取のための個人の行動変容に係る環境づくりについて（環境レベル）  

1．12ヘルシーメニューの提供の土曽カロと奉り用のイ足進  

指標の目安  

〔提供数〕  

1．12a  

指標の目安  

〔提供数、利用する人の割合〕  2010年  
現状＊  2010年聖  現状舞   

追』  50％以上  

望と堕  50％以上  

i．12∂  男性（20～59歳）  

人の割合〕  1．12b  女性（20～59歳）  
≡鮎藍  2010年＊   



＊＝「飲食む御   
恩う者の割合」嘩準  

用語の説明   
ヘルシーメニューの提供：   

給食、レストラン、食品売場における、食生活改善のためのバランスのとれたメニューの提供  

1．12b  

＊：平成12年度中に調査し、設定する  

用語の説明   
ヘルシーメニューの提供：   

給食、レストラン、食品売場における、食生活改善のためのバランスのとれたメニューの提供  

1．13学習の場の増力ロと参カロの促進  

指標の目安  

〔学習の場の数、学習に参加する人の割合〕  

1．13学習の場の士曽カロと参カロの促進  

指標の目安  

〔学習の場の数〕  

1．13a  

〔学習に参加する人の割合〕  

2010年  
現状＊   現状＊  2010年竺  

1・13a  男性（20歳以上）  

1．13b  女性（20歳以上）  

旦」ユ塾  10％以上  

壬生ヱ塾  30％以上   

現状＊  2010年＊  ・一 心・・L拉埋÷字仁一べご－：亜卜こ・こ∴こ：1－こ在，：－ロ：－－て－－∫・イド・．．1ミい1！！‥；1二l－t一三・・－－・－・・．・  

嘩鱒調査  
用語の説明   

学習の場：地臥職域において健康や栄養に関する情報を得られる場  

1．13b   

獣平成12年重科こ調査し、設定する  
用語の説明   

学習の場：地域、職域において健康や栄養に関する情報を得られる場  

1．14学習や活動の自主グルーフ○の土曽カロ  

指標の目安  
〔自主グループの数〕  

1．14学習や子吉動の自主グループの土曽カロ  

指標の目安  

〔自主グループの数〕  

1．14a   

＊：平成12年度中に調査し、設定する  

2010年  
現状＊  現状＊  2010年竺  

1・14a  男性（20歳以上）  星。遡  塑主  
上ユ坐 女堕（20歳以上）  ヱ。遡  遡土  

＊：「地域・職場・学校等で、健康あるいは栄養に関する学習や活動を行う自主的な集まり（サーク  
ル）があり、現在あるいは過去1年間の参加経験のある者の総数に対する割合・」平成12年国民栄  

指摘．†t：  
用語の説明   

自主グループ：  

地域、職域において健康や栄養に関する学習や活動を、自主的に取り組む住民、地区組織、企業等  

1．15 メタポリ ックシンドロー ム（内月蔵月旨肪症候群） を蕎忍知してし、る   

用語の説明   

自主グループ：  

地域、職域において健康や栄養に関する学習や活動を、自主的に取り組む住民、地区組織、企業等  

国層：㈱の土曽カロ  

準鱒の目安   

〔メタポリックシンドローム（内臓帥鮭鮮）を知っている人   
塑星  空迫空  

80％以上  

の割合建国平均り  

⊥ユ塾  2や歳以上  

＊：平成18年国民健康・栄養調査において把握  

2．身体活動・運動  

成人   

2．1意識自勺に運動をノLがけてし、る人の土曽カロ   

指標の目安  

2．身体活動・運動   

成人   

2．1青書哉自勺に運動をノL、がけてし、る人の増力ロ  

指標の目安  
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20ユ0年  〔意識的に運動をしている人の割合〕  

2．1a  男性  

2事1b  女性  

〔意識的に運動をしている人の割合〕   

2．1a  男性  

2．1b  女性  

2010年  
現状ネ   現射さ   

52．6％  63％以上  

52．8％  63％以上   

52．6％  63％以上  

52．8％  63％以上   

＊：平成8年保健福祉動向調査  

用語の説明   
意識的に連動を心がけている人二  

日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に体を動かすなどの運動をしている人  

＊：平成8年保健福祉動向調査  

用語の説明   

者識的に運動を心がけている人：  

日頃から日常生活の中で、建康の維持・増進のために意識的に体を動かすなどの運動をしている人  

2．2 日常生活における≠歩数の土曽カロ  

指標の目安  

〔日常生活における歩数〕  

2．2 日常生活をこおふナる歩数の土曽カロ  

指標の目安  
〔日常生活における歩数〕  

現状＊  2010年＊＊  

8，202歩  9，200歩以上  

7．282歩  8，300歩以上  

現状＊  2010年＊＊  

8，202歩  9，200歩以上  

7，282歩  8，300歩以上  

2．2a  男性  

2．2b  女性  

2．2a  男性  

2．2b  女性  

＊：平成9年国民栄養調査  

＊＊：約1，000歩の増加：1．000歩は、歩く時間で約10分、歩行距離で600～700m程度の歩行に相当  

＊：平成9年国民栄養調査  

＊＊：約1，000歩の増加：1，000歩は、歩く時間で約10分、歩行拒離で600～700m程度の歩行に相当  

2．3運動習ノL賢者の土曽カロ  

指標の目安  

〔運動習慣者の割合〕  

2、3運動習一I貴著の土曽カロ  

指標の目安  
〔運動習慣者の割合〕  2010年  2010年  

現状＊   現状＊   

28．6％  39％以上  

24．6％  35％以上   

2．3a  男性  

2．3b  女性  

28．餓  39％以上  

24．6％  35％以上  

2．3∂  男性  

2．3b  女性  
＊＝平成9年国民栄養調査  

用語の説明   

運動習慣者‥1回30分以上の運動を、週2回以上実施し、1年以上持続している人  

＊：平成9年国民栄養調査  

用語の説朋   

運動習慣者：1回30分以上の運動を、週2回以上実施し、1年以上持続している人  

高齢者   

2．4外出につし、て積極自勺な態度をもつノしの土曽カロ  

高齢者   

2．4外出に、つし、て積極自勺な態度をもつノ人の土営力ロ  
指標の目安  

〔運動習慣者の割合〕  

指標の目安   
〔運動習慣者の割合〕   2010年  2010年  

現状＊   現状＊   

59．8％  70％以上  

59．4％  70％以上  

46．3％  56％以上   

2．4a  男性（60歳以上）  

2．4b  女性（60歳以上）  

2．4c  80歳以上（全体）  

59．鍋  70％以上  

59．4％  70％以上  

46．3％  56％以上  

2．4a  男性（60歳以上）   

2．4b  女性（60歳以上）   

2．4c  80歳以上（全体）  

＊：平成11年「高齢者の日常生活に関する意識調査」（総務庁）  ＊二平成11年「高齢者の日常生活に関する意識調査」（総務庁）  

用語の説明   

外出について積極的な態度をもつ人：  

日常生活の中で買物や散歩などを含めた外出について、「自分から積極的に外出する方である」と意   
識している人  

2．5イ可らかゝの地域子吉動を実方毎してし、る者の土曽カロ  

指標の目安  

用語の説明   

外出について積極的な態度をもつ人：  

日常生活の中で買物や散歩などを含めた外出について、「自分から積極的に外出する方である」と意   

識している人  

2．5†可らかの地域子吉動を実施してし、る者の土曽カロ  

指標の目安  
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〔地域活動を実施している人〕   

2．5∂  男性（60歳以上）  

2，5b  女性（60歳以上）  

2010年  2010年  〔地域活動を実施している人〕  

2．5∂  男性（60歳以上）  

2．5b  女性（60歳以上）  

現状＊   現状＊   

48．3％  58％以上  

39．7％  50％以上  

48．3％  58％以上  

39．7％  50％以上  

＊：平成10年「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（総務庁）  ＊：平成10年「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（総務庁）  

乙6 日常生活における歩数の増力ロ  

指標の目安  

〔日常生活の歩数〕  

2．6 日常生活における歩数の土曽カロ  

指標の目安  

〔日常生活の歩数〕  
現状＊  2010年琳  

5，436歩  6，700歩以上  

4，604歩  5，900歩以上  

現状＊  2010年＊＊  

5，436歩  6，700歩以上  

4，604歩  5，900歩以上   

2．6a  男性（70歳以上）  

2．6b  女性（70歳以上）  

＊：平成9年国民栄養調査  

2．6a  男性（70歳以上）  

2．6b  女性（70歳以上）  

＊：平成9年国民栄養調査  

＊＊：約1，300歩の増加：約1，300歩は、歩く時間で約15分、歩行確報で650～800m程度の歩行に相当  琳：約1，300歩の増加：約1，300歩は、歩く時間で約15分、榔50～800m程度の歩行に相当  

2・7安全に歩行可能な高齢者の増力ロ  

指標の目安  

〔開眼片脚起立時間20秒以上に該当する人の増加〕   2010年  

男性（65～74歳）  68．1％  80％以上  

38，9％  60％以上  

62．4％  75％以上  

21・2％  旦9％些圭   

2．7a   

2．7b   

2．7c   

乙7d   

男性（75歳以上）  

女性（65～74歳）  

女性（75歳以上）  

＊：平成9～17年「健康度評価」（あいち働紅感触絆樟鱒合センター）  

2・8メタポリックシンドローム（内脚旨肪症候群）を認知している国民の割合の増加（1・栄草食萱草   

’－－；－さ・  

3．休養・こころの健康づくり  

ストレスへの対応   

3．1ストレスを感じた人の減少   

指標の目安  

〔ストレスを感じた人の割合〕  

3．1a  全国平均  

3．休養・こころの健康づくり  

ストレスへの対応   

3．1ストレスを感じた人の減少   

指標の目安  

〔ストレスを感じた人の割合〕  

3．1a  全国平均  

2010年  
現状＊  2010年彗   

54．6％  49％以下   

49％以下彗  
＊：平成8年度健康づくりに関する意識調査（財団法人健康・体力づくり事業財団）   

＊＊ニ1割以上の減少  

用語の説明   

ストレスを感じた人：最近1ケ月間にストレスを感じた人  

＊：平成8年度健康づくりに関する意識調査（財■団法人健康・体力づくり事業財団）  

＊＊：1割以上の減少  

用語の説明  

ストレスを感じた人：最近1ケ月間にストレスを感じた人  

十分な睡眠の確保   

3．2日垂日民による休養を十分にとれていなし、人の減少  十分な睡眠の確保  3．2日垂日民による休養を十分にとれてし、なし、人のカ或少  
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